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■ 自治基本条例に基づく地域コミュニティ協議会の要件  

 

  本編１８頁の「地域コミュニティ協議会に求められること」の項目も踏ま

えたうえで，本市では，「地域の特性を生かした個性豊かなまちづくり」の実

現のために活動する地域コミュニティ協議会について，次の５点を要件と定

めています。 

 

１ 共同体意識の形成が可能な一定の地域（小学校区を基準として，市長が適

当と認める区域とする。以下「活動地域」という。）を活動範囲とするもの

であること。（申請の際に「活動地域の範囲を示す図面」を添付） 

☞Ｐ．８を参照 

 

２ 活動地域に居住する個人および所在する法人その他の団体を構成員とす

るものであること。（申請の際に「構成員の状況が分かる書類」添付） 

☞Ｐ．５を参照 

 

３ 活動地域の課題を解決するために自主的かつ自立的に活動を行うもので 

あること。 

 

４ 透明性が確保され，かつ，民主的な運営が行われるものであること。申 

請の際に「組織体制および役員に関すること」，「事業運営の決定手続，会議 

等に関すること」，「会計に関すること」，「規約の変更に関すること」添付） 

☞Ｐ．２～７を参照 

 

５ 活動地域における相当数の住民に支持されていると認められるものであ 

ること。（申請の際に，規約（会則）に規定された総会の構成員や議決方法， 

役員の選任方法などで確認。） 

☞Ｐ．２～７を参照 
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■ 地域コミュニティ協議会規約について  

 

自治基本条例に規定される公益団体として，地域コミュニティ協議会は，規約を整備し，

常に，自治の基本原則（情報共有・参画・協働）に基づき，見直しを図ることが求められ

ています。地域コミュニティ協議会の規約（会則）には，本編２１頁の「地域コミュニテ

ィ協議会に求められること」に掲げられている７項目を盛り込んでいただくことが必要で

す。 

各地域コミュニティ協議会によって，組織体制などは異なりますが，参考としてくださ

い。規約の一例は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本編】第 2章「高松市の現状と課題」（9頁） 

■地域を代表する公益団体としてのルールづくり 

○○地区（校区）コミュニティ協議会会則(例) 

 

 

（名称および組織） 

第１条 この会は、○○地区（校区）コミュニティ協議会（以下「協議会」という）と称し、

本協議会の区域内に居住する個人および所在する法人ならびに別表に掲げる自治会等各

種団体で組織する。 

（目的） 

第２条 協議会は、地区における共通の課題解決のため、住みよい地域社会の構築を目指し、

組織構成員の参画と情報の共有ならびに協働の推進を図りながら、自主的、主体的に地

域活動を行うことを目的とする。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１)  ○○地区（校区）の共通の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。 

(２)  ○○地区（校区）内の各種団体等の活性化および各種団体相互の連絡協調に関する

こと。 

(３)  市からの受託事業の推進に関すること。 

(４)  地区内組織構成員の参画と情報の共有ならびに協働の推進等に関すること。 

(５)  その他協議会の目的達成に必要なこと。 

（役員） 

第４条 協議会に、会長１名、副会長若干名、理事若干名、会計１名、書記２名および監事

２名を置く。 

２ 役員は、別表に掲げる構成団体等に属する者（以下「代表者」という）の互選により選

任し、会長、副会長、監事は、それぞれの役員の互選により選任する。 

３ 選任された役員は、総会において承認するものとする。 
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（役員の任期） 

第５条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、総会、全体会および役員会とし、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は，過半数の出席により成立する。 

３ 議事は，出席者の過半数の同意で決し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。ただし，会則の改廃に関する事項は，出席者の３分の２以上の同意を必要とする。 

（総会および全体会） 

第７条 総会および全体会は、別表に定める代表者をもって構成する最高の決議機関で、

総会は、毎年１回これを開き全体会は会長が必要と認めた場合に開催し、次の事項を議決

する。 

(１) 事業計画および事業報告に関すること。 

(２)  予算の決定および決算の承認に関すること。 

(３)  会則の改正に関すること。 

(４)  その他、協議会の運営に関すること。 

（役員会） 

第８条 役員会は、会長が必要と認める都度開催し、次の事項を審議する。 

(１)  総会および全体会に付議する事項 

(２)  事業の運営に関する事項 

(３)  その他、会長が特に必要と認める事項 

（企画委員会） 

第９条 協議会に企画委員会（以下「委員会」という）を置く。 

２ 企画委員は、役員会に諮って会長が指名する。 

３ 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

４ 委員会は、委員長が招集する。 

５ 委員会は、次の事項について協議し、役員会に報告する。 

(１) 地区コミュニティ事業の企画に関すること。 

(２) その他事業の企画に関し、役員会が必要と認めた事項 

（部会） 

第１０条 協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会員は、別表に掲げる構成団体から選任されたものならびに協議会が公募したもの

をもって構成する。 

３ 部会に部会長および副部会長を置き、部会員の互選により選任する。 

４ 部会は部会長が招集する。 
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５ 部会は部会に属する地域課題について調査・審議し、各種の事業を実施する。 

（事業計画および予算） 

第１１条 協議会の事業計画および予算は、役員会で承認し総会の議決を経なければなら

ない。 

 （事業報告、決算および監査） 

第１２条 協議会の事業報告書、収支決算書等の決算に関する書類は、会計年度終了後、

速やかに作成し、監事の監査を受け、役員会の承認を経た後、総会の議決を経なければ

ならない。 

（情報の開示） 

第１３条 総会の決定事項等、協議会の情報は、センター内に掲示するなど開示する。 

（経費） 

第１４条 協議会の経費は、会費・補助金・その他の収入を持って充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（事務局） 

第１５条 協議会の事務局を○○コミュニティセンター内に置く。 

２ 事務局長は会長が委嘱し、協議会の事務を処理する。 

（その他必要な事項） 

第１６条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮って定めること

ができる。 

附則 

この会則は、平成  年  月  日から施行する。 
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協議会の最高議決機関として，総会を設置していますが，規約（会則）によって，総会

で決定する事項，開催回数，招集，定足数などが規定されています。 

組織構成の一例を以下のとおりお示しします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会は，地域コミュニティ協議会の方針を決定する最高機関となります。 

■ 地域コミュニティ協議会の組織構成について  

 

 

 

会則別表 

連携 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

                                       

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔構成団体等〕 

・連合自治会 

・衛生組合協議会 

・社会福祉協議会 

・老人クラブ 

・民生・児童委員協議会 

・体育協会 

・学校体育施設開放運営委員会 

・婦人会 

・日赤奉仕団 

・保健委員会･食生活改善推進員 

・交通安全母の会 

・青少年健全育成連絡協議会 

・ ＰＴＡ  

・子ども会育成会連絡協議会 

・保育所保護者会 

・自主防災会連合会 

・消防団○○分団 

・婦人防火クラブ 

・母子愛育会・ 

・おやじの会 

・交通安全協会 

・地域安全推進委員 

・コミセン講座生・同好会員 

・保育所 幼稚園 

・小学校 中学校  

・高校 大学 

・土地改良区 

・財産区 

・各団体長が推薦する者・法人 

・公募による者・法人 他 

総   会 

[コミュニティ協議会〕 

 

●部会長     1 名 

○副部会長    ○名 

◎事務局     ○名 

○部会員   ○名程度 

  総 務 部 会 

 

同 上 

  福 祉 部 会 

 

同 上 

 環境・安全部会 

 

同 上 

  体 育 部 会 

 

同 上 

  健 康 部 会 

 

同 上 

  生涯学習部会 

ふれあい交流事業の開

催，会費の徴収，報紙等

の配布に関する活動な

ど 

敬老会や高齢者支え合

い事業の開催，福祉給食

等の福祉に関する活動 

ｺﾞﾐ問題等の環境整備，交

通安全・防犯・防災に関す

る活動 

町民運動会やﾄﾘﾑの祭典

の開催，学校体育施設開

放等ｽﾎﾟｰﾂに関する活動 

食育・生活習慣病予防等

健康作りに関する活動 

文化祭の開催，生涯学習

に関する活動 

活動 

 

●会 長    1 名 

●副会長    ○名 

●理 事  ○名程度 

●会 計    ○名 

●監 事    ○名 

〇顧 問   若干名 

役 員 会 

 

 

●委員長    １名 

〇副委員長   ○名 

〇委 員   若干名 

企 画 委 員 会 

 

 

 

●事務局長   1 名 

〇事務局次長  ○名 

◎事務局員  若干名 

事 務 局 

 

同 上 

  青少年育成部会 児童の学校外･子どもの

体験･不審者対策･ｼﾞｭﾆｱ

ﾘｰﾀﾞｰ養成活動等の青少

年育成に関する活動 

 

〔構成団体等〕 

・自治会 

・衛生組合協議会 

・社会福祉協議会 

・老人クラブ 

・民生・児童委員協議会 

・体育協会 

・学校体育施設開放運営委員会  

・婦人会 

・日赤奉仕団 

・保健委員会･食生活改善推進員  

・交通安全母の会 

・青少年健全育成連絡協議会 

・ ＰＴＡ  

・子ども会育成会連絡協議会 

・保育所保護者会 

・自主防災会連合会 

・消防団○○分団 

・婦人防火クラブ 

・母子愛育会・ 

・おやじの会 

・交通安全協会 

・地域安全推進委員 

・コミセン講座生・同好会員 

・保育所 幼稚園 

・小学校 中学校  

・高校 大学 

・土地改良区 

・財産区 

・○○市民活動団体 

・各団体長が推薦する者・法人 

・公募による者・法人 他 

【本編】第 2章「高松市の現状と課題」（9頁） 

■個人の参画機会の創出 
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Ⅰ全員参加型 

 

地域コミュニティ協議会の全ての構成員によって，意思決定が行われる。 

・地域コミュニティ協議会の規模が小さく，全住民の把握が可能な場合は導入できる。 

・世帯ではなく，個人に意思決定権があることに注意する。 

・有権者の設定を行い，会則に規定する。 

    ※総会規定例「第○条 総会および全体会は，区域内に居住する年齢満○年以上の者をも 

って構成する最高の決議機関で（以下省略）」  

Ⅱ代議員制 

 

地域コミュニティ協議会の役員と，構成団体の代表者等の代議員によって意思決定が行われ

る。 

・地域コミュニティ協議会の規模が大きく，全ての構成員の参加が困難な場合等に導入 

※総会規定例 P．３の会則（例）第７条 

・協議会役員（常任の代議員）は，構成団体の代表者の互選によって選出される。 

・代議員の選出母体や選出人数等は，各地域コミュニティ協議会の規約などで定める。 

・公募による個人も，構成団体の一つとして，代議員に選出されるよう会則などで定める。 

Ⅲ部会代表制 

 

地域コミュニティ協議会の役員と，構成団体の代表者を含む部会代表によって意思決定が行

われる。 

・地域コミュニティ協議会の規模が大きく，全ての構成委員の参加が困難な場合等に導入 

※総会規定例「第○条 総会および全体会は，別表に定める構成団体の代表者を含む部会 

代表で構成する最高の決議機関で（以下省略）」 

・「Ⅱ代議員制」より多くの議決権を有するものが参加する。 

・協議会の役員は，各部会の代表者（複数可）および構成団体の代表者の互選によって選出

される。 

・公募による個人もいずれかの部会に所属できるよう規約などで定める。 

■ 地域コミュニティ協議会の総会の開催方法について  

総会では，次の事項について，審議議決を行います。 

・１年間の事業報告と決算 

・新年度の事業計画と予算 

・役員の承認 

総会の開催には，全員参加型，代議員制，部会代表制などの方法がありますが，それぞれの地域コ

ミュニティ協議会の実情に応じて，適切な方法の採用を検討することが必要です。 

いずれの場合にも，地域住民に認められた民主的な運営と，透明性の確保が大切です。 

  民主的な運営を確保するためには，いかに多くの住民の意見が，総会に反映されるかが大切です。 

そのため， 

・個人の参画を進めるしくみを取り入れる。 

・総会の内容をホームページに掲載したり，掲示板に告示するなど，事前に公表するとともに，終

了時には，議事録や決議内容を公開するなど，その透明性を確保する。 

・上記のことが実施できるよう，毎年の総会時に向けて，常に会則の整備に努めることが大切です。 

【本編】第 2章「高松市の現状と課題」（9頁） 

■地域を代表する公益団体としてのルールづくり 

■個人の参画機会の創出 
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Ⅰ 全住民参加型総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 代議員制の総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 部会代表制の総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○コミュニティ協議会

有権者の設定
過半数（委任状含）の出席で

成立

総会

・出席者の過半数で決する

・可否同数の場合は，議長が

決する

・会則の改廃は，出席者の2/3

の同意が必要

議事

会則等で規定します。

 

 

 

 

○○コミュニティ協議会

【代議員の設定※】

○構成団体等の代表者

・連合自治会長

・民生委員児童委員協議会会長

・衛生組合会長

・体育協会会長

○学識経験者（前会長など）

○公募により協議会が認めた個人など

意思決定機関

総会

代議員 ○名

・会長

・副会長

・その他

役員

・正副会長

・正副部会長

・監事

・学識経験者

・公募委員の代表など

役員会

役員（常任の代議員）も設定します。
･
･
･

※代議員の選出母体や選出人数等も会則等で規定します。

○○コミュニティ協議会

【部会代表の設定※】

○各部会の正副会長を含む○○名の代表

○構成団体等の代表者

・連合自治会長

・民生委員児童委員協議会会長

・衛生組合会長

・体育協会会長

○学識経験者（前会長など）

○公募により協議会が認めた個人など

意思決定機関

総会

○○部会代表 ○○名

・正副会長

・正副部会長

・監事

・学識経験者

・公募委員の代表など

役員会

･
･
･

※公募により選任された個人もいずれかの部会に所属できるよう，会則等で規定します。

役員（常任の代表者）も設定します。

・会長

・副会長

・その他

役員

○○部会代表 ○○名

○○部会代表 ○○名

○○部会代表 ○○名
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■ 地域コミュニティ協議会の範域について  

仏生山 

三谷 
川島 

十河 

東植田 

植田 川東 

香南 

塩江 

浅野 

大野 川岡 

円座 
国分寺南部 

国分寺北部 

下笠居 

鬼無 

香西 

一宮 

檀紙 

鶴尾 

弦打 亀阜 

栗林 

日新 

花園 

松島 築地 

 

四 
番 

丁 

二 
番 

丁 

新塩屋町 

太田 

木太 

屋島 

牟礼 

庵治 

女木 

男木 

川添 

古高松 

前田 
林 

多肥 

太田南 
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■ 地域コミュニティ協議会認定規則について  

【本編】第 4章「取組の方向性」（18頁） 

■地域を代表する公的組織としての  

地域コミュニティ協議会 

平成２２年２月１５日規則第２号 

高松市地域コミュニティ協議会の認定に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，高松市自治基本条例（平成21年高松市条例第51号）第23条に規定

する地域コミュニティ協議会（以下「地域コミュニティ協議会」という。）の認定に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（認定） 

第２条 市長は，次に掲げる要件を満たす団体を地域コミュニティ協議会として認定するこ

とができる。 

(１) 共同体意識の形成が可能な一定の地域（小学校区を基準として，市長が適当と認め

る区域とする。以下「活動地域」という。）を活動範囲とするものであること。 

(２) 活動地域に居住する個人および所在する法人その他の団体を構成員とするものであ

ること。 

(３) 活動地域の課題を解決するために自主的かつ自立的に活動を行うものであること。 

(４) 透明性が確保され，かつ，民主的な運営が行われるものであること。 

(５) 活動地域における相当数の住民に支持されていると認められるものであること。 

２ 前項の認定は，一の活動地域につき一団体に限り行うものとする。 

（認定の申請） 

第３条 地域コミュニティ協議会の認定を受けようとする団体の代表者は，高松市地域コミ

ュニティ協議会認定申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 次に掲げる事項を規定した規約 

ア 団体の名称および主たる事務所の所在地 

イ 組織体制および役員に関すること。 

ウ 事業運営の決定手続，会議等に関すること。 

エ 会計に関すること。 

オ 規約の変更に関すること。 

(２) 構成員の状況が分かる書類 

(３) 活動計画書 

(４) 活動地域の範囲を示す図面 

(５) その他市長が必要と認める書類 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定の決定） 

第４条 市長は，前条に規定する申請書の提出があったときは，その内容を審査し，認定す

ることを決定したときは高松市地域コミュニティ協議会認定決定通知書（様式第２号）に

より，認定しないことを決定したときは高松市地域コミュニティ協議会丌認定決定通知書

（様式第３号）により，申請者に通知するものとする。 

（認定事項の変更等の届出） 

第５条 前条の認定を受けた地域コミュニティ協議会（以下「認定協議会」という。）は，

代表者の氏名または第３条第２項各号に掲げる書類の記載事項に変更を生じたときは，遅

滞なく，高松市地域コミュニティ協議会認定事項変更届（様式第４号）に当該変更を生じ

た事項を示す書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 認定協議会は，地域コミュニティ協議会を廃止しようとするときは，あらかじめ高松市

地域コミュニティ協議会廃止届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（認定の取消し） 

第６条 市長は，認定協議会が第２条第１項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認める

ときは，当該地域コミュニティ協議会の認定を取り消すことができる。 

２ 市長は，地域コミュニティ協議会の認定を取り消したときは，高松市地域コミュニティ

協議会認定取消通知書（様式第６号）により，当該地域コミュニティ協議会の代表者に通

知するものとする。 

（認定等の告示） 

第７条 市長は，次に掲げる場合には，速やかにその旨を告示するものとする。 

 (１) 第２条第１項の規定による認定をしたとき。 

(２) 第５条第１項の規定による変更（認定協議会の名称および主たる事務所の所在地な

らびに活動地域の範囲の変更に係るものに限る。）の届出があったとき。 

(３) 第５条第２項の規定による廃止の届出があったとき。 

(４) 前条第１項の規定による取消しをしたとき。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 
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後援 行政が市民活動団体等の事業に対して信用保証を行う協働形態。市民活動団

体等の信用を高め，社会での認知度が増すことにつながります。 

＜事業例＞ 

・香川県ボランティア・NPO 交流集会 

・地域ふれあい交流事業 

補助 市民活動団体等が主体的に取り組む公益性のある事業に，行政が資金提供な

どにより援助する協働形態。市民活動団体等の先駆性や柔軟性，専門性を活

かし，行政が公平・平等の観点から対応が困難な市民ニーズに対して間接的

に対応できます。 

＜事業例＞ 

・センター遊友塾事業 

・地域ゆめづくり提案事業 

共催 市民活動団体等と行政が共同で一つの事業を主催する協働形態。市民活動団

体等の専門性や人脈を活かすとともに，市民の視点から事業を企画・実施す

ることができます。また，行政が共同の主催者であることにより，市民活動

団体等の信用が高まります。 

＜事業例＞ 

・夕ぐれコンサート 

・地元有識者による生涯学習講座の開催 

事業協力 共催以外で，市民活動団体等と行政が協力して，それぞれの特性を活かす役

割分担により，一定期間継続的に事業を実施する形態。身近な社会的課題を

解決することにより，市民の意識や関心が高まるとともに，双方の得意分野

を活かすことができるなど，相乗効果が期待できます。 

＜事業例＞ 

・たかまつマイロード事業 

・公園愛護会による公園管理事業 

委託 行政の責任において実施するべき事業を，市民活動団体等に委託して実施す

る協働形態。市民活動団体等の専門性などを活かし，効果の高い事業が実施

できます。 

＜事業例＞ 

・協働企画提案事業 

・女性職員エンパワー研修委託事業 

・コミュニティセンターの管理委託業務 

政策提言・

企画立案へ

の参画 

行政が政策立案や事業企画を行うにあたって，市民活動団体等からの提言や

意見などを取り入れる形態。新たな社会的課題に対する市民活動団体等の先

駆的な取組のノウハウや専門的な知識などを活かせたり，地域や生活の現場

からの問題提起や提案・意見が受けられます。 

＜事業例＞ 

・自治基本条例を考える市民委員会 

・パブリックコメント 

■ 協働の主な形態と事業例について  
【本編】第 3章「目指すべき理想像」（15頁） 

（２）市民と行政の協働の領域 
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■高松市ボランティア・市民活動センターについて 

 

概要 

住所：〒760-0053 香川県高松市田町４番地１５ 

TEL：087(835)0122 

FAX：087(835)0098 

開館日・時間：平日 午前 10 時～午後 7 時 

土曜日・日曜日・祝日 午前 10 時～午後 5 時 

休館日：毎週月曜日，年末年始 

事業内容：ボランティア・市民活動に関する情報収集・提供に関すること，特定非営利活 

動法人の活動を推進することなど 

 

センターの機能 

１活動拠点機能 

 センター内の会議・展示スペース，裁断機・紙折機，コピー機，軽印刷機の使用（一部

有料） 

２情報収集・提供機能 

 市民活動関連情報および助成金情報の収集・提供 

３広報・啓発機能 

 情報誌（コラボたかまつ）の発行 

 ホームページの管理・運営 

 メールマガジンの発行 

４学習・研修機能 

 NPO のためのスキルアップ講座などの開催 

 協働推進人材養成講座の開催 

５相談機能 

 NPO サポート相談の実施 

 一般相談の実施 

６交流・コーディネート機能 

 センターわいわい交流会など，NPO が交流する場の提供 

７調査・研究機能 

 市民活動団体等に対する協働事業の可能性に関するヒアリング調査等の実施 

 

四番丁小学校跡地への移転 

 平成２４年度に移転を予定しているセンターには，小学校の１教室分の会議室が併設され，

同じく移転する高松市コミュニティ協議会連合会などの事務局とは，その会議室を共有す

るなど，両者の協働を推進するための連携がより強化されます。 

 

【本編】第 2章「高松市の現状と課題」（12頁） 

（２）市民活動団体との関係 
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■ 地域コミュニティ実態調査結果報告書＜概要版＞ 

 

 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

地域コミュニティ協議会の現状と課題を把握し，地域コミュニティ活動の促進およ

び市民と行政の協働の取組を進めるための今後の市の施策等を検討することを目的と

して，アンケート調査を実施しました。 

 

２ 調査対象 

  高松市内全４４地域コミュニティ協議会 

 

３ 調査方法 

  各地域コミュニティ協議会へ電子メールにより調査票を送信し，平成２２年１月末

の状況等について記入を依頼し，電子メールにより回収しました。 

 

４ 調査期間 

  平成２２年１月２２日～平成２２年２月３日 

 

５ 回収結果 

  ４４協議会中，有効回答４４協議会（回収率１００％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本編】第 2章「高松市の現状と課題」（8頁） 

（３）地域コミュニティ協議会の現状と課題 
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Ⅱ 調査結果 

１ 地域コミュニティ協議会の課題について 

地域コミュニティ協議会での課題は何ですか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 協 議 会 数 

①コミュニティ活動に対する地域住民の関心が低い。 31 

②活動リーダー，参加者が不足している。 35 

③世代間，地縁団体（地域コミュニティ協議会，自治会，婦

人会，老人クラブ等）同士の連携が少ない。 
15 

④まちづくり活動の拠点として，現在のコミュニティセンター

の機能は不十分である。 
20 

⑤活動資金が不足している。 29 

⑥コミュニティ活動を行うためのノウハウが不足している。 25 

⑦地域コミュニティ協議会の情報発信・情報共有が十分に

できていない。 
24 

⑧その他 9 

合 計 188 
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２ 他のセクターとの協働について 

① NPO，企業などと協働している事業はありますか？ 

 
協 議 会 数 割 合 

協働事業がある 13 29.55% 

協働事業がない 31 70.45% 

合 計 44 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域内の教育機関（幼稚園，小学校，中学校，高校，大学），保育所，社会福祉施設

などと協働している事業はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
協 議 会 数 割 合 

協働事業がある 34 77.27% 

協働事業がない 10 22.73% 

合 計 44 100.00% 
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3

15

20

24

9

6

20

42

⑧その他

⑦ボランティア

⑥事務局スタッフ

⑤専門の知識を有するスタッフ

④活動に必要な車両や機材

③活動に必要な土地・建物

②事務所

①活動資金

必要とする資源（複数回答可）

法人数

■ 高松市における特定非営利活動法人アンケート調査結果報告書＜概要版＞ 

 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

 市内のＮＰＯ法人の概況等を把握し，ＮＰＯ等の市民活動団体や地域コミュニティ協議

会等との協働を進めるための基礎資料とするためアンケート調査を行いました。 

 

２ 調査対象 

 高松市内に事務所を設置する特定非営利活動法人（内閣府認証法人を除く） 

（平成２２年２月末現在） 

 

３ 調査方法 

 各法人事務所に調査票を郵送し、平成２２年２月末の状況等について記入を依頼し，返

信用封筒により回収しました。 

 

４ 調査期間 

平成２２年３月１０日～平成２２年３月２２日 

 

５ 回収結果 

１２０団体中，有効回答６０団体 （回収率５０.０％） 

 

Ⅱ 調査結果 

１ 活動の課題について 

９０.０％を占めるＮＰＯ法人（５４団体）が人的物的資源等を必要としており、活動

資金、専門の知識を有するスタッフ、事務所、事務局スタッフ、ボランティアの順で丌足

しているとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本編】第 2章「高松市の現状と課題」（11頁） 

（３）市民活動団体の現状と課題 
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2

25

15

13

18

16

0 10 20 30

⑥その他

⑤行政

④企業

③教育機関

②類似の団体 （ＮＰＯ）

①地域コミュニティ協議会や

地域の団体

（協働の実績がある４４団体）

協働の相手（複数回答可）

法人数

1

33

23

23

19

31

0 10 20 30 40

⑥その他

⑤行政

④企業

③教育機関

②類似の団体 （ＮＰＯ）

①地域コミュニティ協議会や

地域の団体

今後希望する協働相手

法人数

２ 他のセクターとの協働について 

① 実績、課題と活性化策 

７３.３％を占めるＮＰＯ法人（４４団体）が他組織との協働の実績があると回答して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，今後の他組織との協働については，約８６.７％を占めるＮＰＯ法人（５２団体）

が他組織との協働を希望しています。 
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1

2

9

7

3

11

3

7

9

12

0 5 10 15

⑩その他

⑨特に問題は認められない

⑧行政との協働に関するＮＰＯ側の

ノウハウが不足している

⑦協働のための行政との協議、

申請等の手続が複雑である

⑥協働事業の実施期間が短すぎる

⑤協働事業に対して行政から支出

される経費等が少ない

④協働に関する行政からの情報提供が不足してい

る

③行政とＮＰＯとの関係が対等でない

②ＮＰＯとの協働に対する行政側の

理解が不足している

①ＮＰＯ活動に対する行政側の理解

が不足している

行政との協働を継続・拡充するための課題

（複数回答可） 法人数

0

3

2

7

10

15

14

0 5 10 15 20

⑦その他

⑥行政が含まれる実行委員会や

協議会等への参画による事業

⑤行政が主催する審議会、協議会

等への参画による行政施策の実施

④行政の後援等を得た事業

③行政との共催による事業

②行政からの委託事業

①行政からの補助金・助成金等の

財政的支援を得た事業

（行政と協働を行った２５団体）

協働の形態（複数回答可）

法人数

② 行政との協働の実績  

 ２５団体，延べ２８件の行政との協働の実績が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働を希望しない理由 


